
自
己
負
担
限
度
額
の
変
更

　

平
成
27
年
１
月
診
療
月
か
ら
、

低
所
得
者
に
配
慮
し
、
負
担
能
力

に
応
じ
た
負
担
を
求
め
る
観
点
か

ら
、
70
歳
未
満
の
所
得
区
分
が
細

分
化
さ
れ
て
、
現
行
の
３
区
分
か

ら
５
区
分
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
70
歳
以
上
75
歳
未
満
の

方
の
自
己
負
担
限
度
額
は
変
更
あ

り
ま
せ
ん
が
、
旧
た
だ
し
書
所
得

２
１
０
万
円
以
下
の
人
も
一
般
区
分

に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

※
旧
た
だ
し
書
所
得
と
は
、
総
所

　

得
金
額
か
ら
基
礎
控
除
（
33
万

　

円
）
を
差
し
引
い
た
額
で
す
。

手
続
き
の
流
れ

　

医
療
機
関
の
窓
口
で
自
己
負
担

分
を
支
払
っ
た
後
、
医
療
機
関
か

ら
の
請
求
資
料
に
基
づ
き
計
算
を

行
い
、
高
額
療
養
費
が
発
生
す
る

場
合
、
該
当
に
な
る
世
帯
の
世
帯

主
宛
て
に
申
請
の
案
内
を
通
知
し

ま
す
。
通
知
は
通
常
診
療
月
の
２

～
３
か
月
後
と
な
り
ま
す
。
通
知

が
届
い
た
ら
、申
請
を
行
い
、認
定
さ

れ
る
と
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え

た
分
が
後
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

限
度
額
適
用
認
定
証

　

あ
ら
か
じ
め
「
限
度
額
適
用
認

定
証
」
を
医
療
機
関
へ
提
示
す
る

と
、
窓
口
で
の
支
払
い
を
自
己
負

担
限
度
額
ま
で
抑
え
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
自
己
負
担
限
度
額
は
、

個
人
単
位
、
同
一
医
療
機
関
、
入

院
・
外
来
ご
と
、
医
科
、
歯
科
の

計
算
に
な
り
ま
す
。
申
請
に
は
条

件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

注
・低所得Ⅱ／同一世帯の
　世帯主及び国保被保険
　者が住民税非課税の世
　帯に属する人（低所得Ⅰ
　以外の人）
・低所得Ⅰ／同一世帯の
　世帯主及び国保被保険
　者が住民税非課税で、
　その世帯の各所得が0
　円となる人

区分 所得要件 限　度　額

上位所得
旧ただし書
所得※
600万円超

150,000＋
（総医療費－500,000）×1％
〈多数回該当83,400〉

一般
旧ただし書
所得※

600万円以下

80,100＋
（総医療費－267,000）×1％
〈多数回該当：44,400〉

低所得
住民税
非課税

35,400
〈多数回該当：24,600〉

区分 所得要件 限　度　額

ア
旧ただし書所得※
901万円超

252,600＋
（総医療費－842,000）×1％
〈多数回該当：140,100〉

イ
旧ただし書所得※
600万～
901万円以下

167,400＋
（総医療費－558,000）×1％
〈多数回該当：93,000〉

ウ
旧ただし書所得※
210万円～
600万円以下

80,100＋
（総医療費－267,000）×1％
〈多数回該当：44,400〉

エ
旧ただし書所得※
210万円以下

57,600
〈多数回該当：44,400〉

オ 住民税非課税
35,400

〈多数回該当：24,600〉

区分 所得要件
窓口負担
割合

限度額

外来

現役並所得
課税所得
145万円以上 3割 44,400

80,100＋
（総医療費－267,000）×1％

〈多数回：44,400〉

一般
課税所得
145万円未満

2割
（1割）

12,000 44,400

低所得Ⅱ 住民税非課税

8,000
24,600

低所得Ⅰ 住民税非課税
（所得が一定以下）

15,000

■70歳以上75歳未満

■70歳未満
〈平成26年12月以前〉 〈平成27年1月以降〉

※ 旧ただし書所得／総所得金額から基礎控除（33万円）を差し引いた額です。
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町
で
は
、
医
師
、
歯
科
医
師
、
福
祉
関
係
者
な
ど
の
専
門
家
や
、
要
介
護

者
の
家
族
、
住
民
公
募
の
方
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
「
開
成
町
高
齢
者
保
健
福

祉
計
画
等
策
定
委
員
会
」
に
お
い
て
、
第
６
期
「
開
成
町
高
齢
者
保
健
福
祉

計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
（
平
成
27
年
度
～
平
成
29
年
度
）
」
の
策
定
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

計
画
策
定
に
あ
た
り
、
住
民
の
皆
さ
ん
の
ニ
ー
ズ
や
課
題
を
把
握
す
る
た

め
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
ま
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
へ
の
ご
協
力
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
２
６
５
人
か
ら
回
答
を
い
た
だ
き
、
結
果
が
ま
と
ま
り
ま

し
た
の
で
、
そ
の
一
部
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

こ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
今
後
の
高
齢
者
保
健
福
祉
施
策
の
計
画
策
定
を
進

め
て
い
き
ま
す
。

　

高
額
療
養
費
給
付
制
度
と
は
、
１
か
月
の
医
療
費
の
自
己
負
担
額
が
限
度

額
を
超
え
た
場
合
、
超
え
た
分
の
金
額
が
後
か
ら
払
い
戻
さ
れ
る
制
度
で
す
。

こ
の
制
度
の
限
度
額
が
見
直
さ
れ
、
平
成
27
年
１
月
診
療
分
か
ら
変
更
に
な

り
ま
す
。

高
齢
者
に
や
さ
し
い
町
づ
く
り

高
齢
者
福
祉
・
介
護
に
関
す
る

         　
 

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
公
表

国
民
健
康
保
険
　
高
額
療
養
費
給
付
制
度

平
成
27
年
１
月
診
療
分
か
ら

　

自
己
負
担
限
度
額
が
変
わ
り
ま
す

問　

保
険
健
康
課　

☎
84
－
０
３
２
０

問　

保
険
健
康
課　

☎
84
－
０
３
２
４

「介護者の身体的、
　精神的負担が大きい」……38.9%
「介護者に何かあったとき
　どうしたらよいか不安」…38.1%

　高齢者の方は、８割以上の方が一戸
建てに住んでいて、持ち家率が高い状
況です。介護が必要になったときの生
活についての設問では、約半数の方が、
「介護サービスを利用しながら自宅で
生活したい」と回答されました。

「生活が規則的になった」…37.2%
「健康状態がよくなった」…37.2%

介護者が困っていること

介護が必要になっても
自宅で生活したい

介護保険は満足でも介護者は精神的に不安

介護保険サービスを
利用してよかったと思うこと

介護保険制度全般について

介護保険制度を
よりよいものにするには

60.0
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0.0
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

訪
問
看
護
な
ど
、在
宅
医
療
や
終
末
期
医
療
に
関
す
る
施
策

車
の
運
転
が
難
し
く
な
っ
て
き
た
り
、体
が
弱
く
な
っ
て

き
た
り
し
た
高
齢
者
の
た
め
の
外
出
支
援
に
関
す
る
施
策

食
事
や
運
動
、認
知
症
予
防
な
ど
、健
康
づ
く
り
や
介
護
予
防
施
策

い
つ
ま
で
も
元
気
で
暮
ら
し
て
い
く
た
め
の
教
養・文
化

ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
施
策

道
路
や
交
通
機
関
な
ど
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
ま
ち
づ
く
り

高
齢
者
を
近
所
の
人
な
ど
が
支
え
る
仕
組
み
づ
く
り

経
済
的
な
暮
ら
し
向
き
に
関
す
る
施
策

高
齢
者
向
け
の
住
宅
に
関
す
る
施
策

32.1
27.026.3

19.019.017.515.3
9.5

51.1(%)

満足
13.3%

どちらかといえば
満足 61.9%

どちらかと
いえば
不満足 11.5%

不満足 1.8%
無回答 11.5%

0 5 10 15 20 25 30 35 40

緊急時に利用できる
サービスを充実する

入所施設偏重にならない
よう在宅介護を支えるための
施策を充実する

要介護度が悪化しないよう
介護予防策を充実する

サービスを担う人材の
資質を高める

36

27

26

23

（人／113人中）

行
政
に
力
を
入
れ
て
ほ
し
い
こ
と

在宅サービス
利用者

高齢者

「満足」「どちらかといえば満足」…75.2%


